
調布市新型インフルエンザ等対策行動計画の改定

・新型インフルエンザ等対策特別措置法（第７条）に基づき、平時の準備や感染症発生時の対策の内容を示すもの
として，平成２６年に調布市新型インフルエンザ等対策行動計画を策定
・令和６年７月に政府行動計画が改定，令和７年５月に東京都行動計画が改定され，国からの指示に基づき，
令和８年７月を目途に調布市行動計画を改定

有事に際して迅速に対処を行うため，あらかじめ有事
の際の対応策を整理し，平時の備えの充実を図るもの

感染拡大の抑制・都民の生命及び健康の保護，都民
生活・都民経済に及ぼす影響の最小化を図るもの

改定理由

政府行動計画の概要 東京都行動計画の概要

令和７年６月２４日
第１回健康づくり推進協議会
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新型インフルエンザ等への対応を念頭に置きつつ，発生した感染症の特性を踏まえ，病原性が低い場合等の様々
な状況にも対応できるよう発生段階（未発生期～小康期の６段階）ごとに，市が実施する対策の選択肢を示すもの

調布市行動計画の概要

<策定経過>
平成２５年 ４月 調布市新型インフルエンザ等対策本部条例・同条例施行規則施行

１１月 多摩府中保健所管内６市で計画素案作成・検討を開始
平成２６年 ５月 医師会業務検討会において計画素案に対して意見照会

８月 東京都へ意見照会，パブリック・コメント手続の実施，健康づくり推進協議会で報告
１１月 調布市新型インフルエンザ等対策行動計画の策定

<基本的な考え方>
・患者数のピークを抑えるとともに感染拡大を遅らせることにより，
必要な医療が受けられない人を出さないほか，社会機能の低下を防ぐ。
・ワクチン製造から接種に係るまでの時間を確保し，感染前の段階で
一人でも多くの市民にワクチン接種をする。

<発生段階の考え方>
・東京都新型インフルエンザ等対策本部が決定する発生段階に応じ，
想定される状況に応じた対策を定める。



改定ポイント
・政府行動計画において，おおむね６年ごとの計画改定が明記
・旧行動計画では新型インフルエンザがメインであったが，新型コロナ対応を受け，新行動計画では呼吸器感染症も念頭に記載
・旧行動計画では発生段階を「未発生期・国外発生期・国内発生期・都内発生早期・都内感染期・小康期」の６段階としていた
が，新行動計画では「準備期・初動期・対応期」の３段階に変更し，準備期の取組を充実
※準備期の取組例・・・実践的な訓練の実施，職員の養成，業務継続計画の変更

・政府行動計画に「市町村行動計画を作成・変更する際には、あらかじめ、感染症に関する専門的な知識を有する
者その他の学識経験者の意見を聴く」との記載があることから，健康づくり推進協議会で諮問
（※医師会の感染症対策理事にも意見照会をする必要があることから，医師会業務検討会も活用）
・国が示す「市町村行動計画作成の手引き」に基づき検討（手引きは計画に記載する必須項目と任意項目を明記）
・東京都（多摩府中保健所）に計画内容の事前確認
・パブリック・コメント手続の実施

<改定までのスケジュール案>

改定方法

令和７年度 令和８年度

６月 ７～９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月 ４～５月 ６月

健推協
に諮問

改定作業 健推協等
に意見照会①

改定作業 健推協等
に意見照会②

東京都に
事前確認

パブコメ
実施

健推協等
に意見照会③

議会報告

最終調整 健推協
から答申

★計画改定庁内関係部署に意見照会

※上記スケジュールは変更になる場合があります。

改定ポイント


